
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォーラム  

PTAは 

「新しい公共」を 

切り拓けるか 

大人の元気が子どもの元気！ 

 

 

 

 

 

絵：藤田香与子 



 

 

 

大人の元気が 

子どもの元気！ 
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◆登壇者（発言順・敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寺脇 研（てらわき けん・発言とパネラー） 

元文部科学省審議官・京都造形芸術大学教授 

 

1952年福岡県生まれ。東京大学法学部卒業後、文部省に入省。業

者テストと偏差値による進路指導を追放し、「ミスター偏差値」の

異名をとる。広島県の教育長、大臣官房審議官、文化庁文化部長

などを歴任。退官後も教育問題に精力的に取り組むかたわら、京

都造形芸術大学で教鞭をとり、映画や落語の評論家としても活躍。

NPO 教育支援協会チーフコーディネーター、カタリバ大学学長を

務める。 

岸 裕司（きし ゆうじ・発言とパネラー） 

秋津コミュニティ顧問、習志野市立秋津小学校ＰＴＡ元会長 

 

1952年東京生まれ。高校卒業後に社会に出る。秋津小学校に関

わり千葉県初のコミュニティ・スクールや、総合型地域スポー

ツクラブの立ち上げに関わる。広告デザイン会社社長。埼玉大

学・日本大学非常勤講師。学校と地域の融合教育研究会副会長、

こども環境学会理事、千葉県生涯学習審議会兼社会教育委員会

議委員。 

川端 裕人（かわばた ひろと・発言とパネラー） 

作家・公立小学校前ＰＴＡ副会長 

 

1964年、兵庫県生まれ。千葉県育ち。公立小学校前ＰＴＡ副会

長。小説に「てのひらの中の宇宙」（角川文庫）「銀河のワール

ドカップ」（集英社文庫）など、ＰＴＡを扱った著書に「ＰＴ

Ａ再活用論──悩ましき現実を超えて」（中公新書ラクレ）が

ある。2009年から 10年にかけて、ニュージーランド在住。世

界的にもユニークな保護者や生徒が参画する学校理事会制度

を実体験してきた。 

 

 

 

4 



◆登壇者（発言順・敬称略） 

 

 
 

 

前川 喜平（まえかわ きへい・発言とパネラー） 

文部科学大臣官房審議官（初等中等教育局担当） 

 

奈良県出身、東京大学法学部卒業。昭和54年文部省入省。教育助

成局教職員課長、初等中等教育局初等中等教育企画課長、大臣

官房総務課長を経て、平成 19 年 7 月より現職。 

 
 
 

 
 

宮澤 美智子（みやざわ みちこ・発言とパネラー） 

世田谷区立小学校 PTA 連合協議会元会長 

 

千葉大学教育学部卒、科学技術庁勤務・退職、夫の転勤で長男と渡

米。帰国後、目黒区で自主保育活動などに参加。 世田谷区立小学

校・区立中学校ＰＴＡ会長などを歴任。平成22年3月に放送大学院に

てテーマ「保護者の主体的な教育へのかかわりとＰＴＡの力～保護者の

視点から見た家庭・地域・学校の連携～」で修士課程修了。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

早川 信夫（はやかわ のぶお・シンポジウムモデレーター） 

ＮＨＫ解説主幹（教育・文化担当） 

 

1953 年福島県生まれ。東京大学経済学部卒業後、ＮＨＫに放送記

者として入局。千葉、函館放送局勤務の後、報道局社会部、科学・

文化部で主に教育・文化を担当。1994 年「週刊こどもニュース」企画・

創設。1997年解説委員。2005年解説主幹。ＮＨＫスペシャル「ヒト不

足社会ニッポン」（1991 年）、「学校を変えるのは誰だ」（2004 年）に出

演。現在はニュース解説「時論公論」等に出演。 
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【融合の発想】 関わりあう２人以上や機関同士が、主体者Ａ・Ｂ双方の目指す目的を同時に果たし、ときにはＣという新しい価値をも生むように、は

じめから意図して、あることを仕組む発想法（岸の各種の著書より）。 

6



 

 

 

 

 

 

 

7



「ＰＴＡの活性化によるコミュニティ
スクールへの道」は可能か

現状のＰＴＡのままでは、
活性化してもむしろ悪手！

川端裕人発表資料・抄
20100807＠福武ラーニングシアター

1

現状のＰＴＡの問題点
•義務的な参加が定着し、事業の整理が困難
→役員・委員に極端な負担。

•価値観・ライフスタイル・置かれている状
況に関わらず参加を要求されるための軋轢
→全国で起こっている「ＰＴＡ悲劇」（日
常化する人権問題）

•地域社会の担い手の苗床になっているのは
事実。しかし、現状追認型の人材を地域社
会に送り出す構造。

2

産経新聞ＰＴＡアンケート

•必要と思う　58％　
•子供の教育や親にプラス　52％
•何らかの組織改革を行うべきか　95％

（2009年５月ネットでの調査655名回答）

3

教育支援協会アンケート

•必要である　65％　
•委員を引き受ける予定　8％ （何らかの
事情があれば36％）

•委員で大変だったこと
• 時間のやりくり　54％（川端注・本部役員はもっと大変と思う）

• 人間関係　18％

2009年10月調査、2月報告
ＰＴＡ役員（札幌市・東京都・横浜市・名古屋市・大阪市・福岡市）
ＰＴＡ会員（高校２校、特別支援学校１校、中学３校、小学７校）

アンケート回収（3285枚、うち役員向け630枚）

4
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「時間のやりくりが大変」って、どれくらい？
2007年度世田谷区立の小学校ＰＴＡにて。
副会長としての業務時間。会議・打ち合わせ・
イベントなど外での拘束時間のみ。自宅での連
絡、書類作成、調整等の時間は含めず。

5

ＰＴＡ役員業務についての感想など
• 非常な激務。子どもたちのケア、自分自身の仕事に大きな穴が開
いた。特に２学期は、健康にも影響。

• 「ＰＴＡ依存」とでもいうべき心理状態。つい不安で学校に入り
浸る。時間を費やした分、活動を否定できなくなる。

• 最初は嫌々でも、気持ちを切り替えて「前向き」になる健全な心
理が現状を温存するメカニズムに直結（大変だけど勉強になった。でも、
もう一度やるのはご免、ほかの人よろしく！　無理めの肯定感という心理）。

• 結果的に「ＰＴＡ悲劇」を増やしたかもしれないという反省。
• 変えたいなら一気に。マイナーチェンジは現状をむしろ下支え。
• 義務としてのみ参加するならむしろ「逃げ切る」方が誠実かもし
れない（子どもにも社会にも）。

6
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このＰＴＡは「活性化」すると
コミュニティスクールにつながるか？

• 無理がある。役員・委員はすでに多すぎる業務でいっ
ぱいいっぱいになっている。活性化にもほどがある！

• 「一人一役制度」を取り入れるＰＴＡでも、「全員に
役を与える」ことにのみ汲々としてしまう。 むしろ、
事務局機能が肥大する。

• 学校運営協議会委員にＰＴＡ会長を任命しても、すで
に多忙を極めるため学校のガバナンスについて勉強す
る余裕がない。効果的なガバナンスが期待できない。

7

さらに……ＰＴＡ悲劇の問題
• 年度初めの委員決め、年間を通して議論することもある役員決めの
困難さの中、数々のＰＴＡ悲劇が起こる。

• 「仕事は理由にならない」という常套句。介護・病気などプライバ
シーを半強制的に開示しあい、それでも決まらないことも。

• 目に見えない心の病への無理解。
• 役員から一般会員へのパワハラが起こってしまう構造問題。校長やＰ
ＴＡ会長が、ＰＴＡ役員、一般会員に対してモンスターとなる例も。

• 意を決した退会者の子どもが差別を受ける例。あるいは差別すると
脅される例（「あなたが辞めるとお子さんが心配だ」と心配される形式をとる場合も）。

• Ｐ連は、「ＰＴＡ悲劇」について、本腰を入れた調査を行うべきで
は？　ヘルプデスクを設置すべきでは？　個々のＰＴＡ自由な入退
会について、児童の入学時、保護者に周知すべきでは？

8

なぜこうなった？　ひとつの原因

注・これは本部役員経験者のみへの質問。本部役
員の50％が入退会の自由を知らない！

9

優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰について、
「ＰＴＡが任意加入の団体であることを
前提に……組織運営や活動内容の工夫を
している団体を適切に評価」すると明記

文科省も気づいている・動いている

10

処方箋・ＰＴＡサークル化計画
• 任意加入、退会の自由はちゃんと周知しよう。
• 必要な委員会は学級ＰＴＡだけと腹を括る。
• ほかの委員会は希望者がいなければ、今年はお休みと腹を括る。家庭教育

学級や広報誌がなくても、子どもは不幸にならない。

• 学級について教師と保護者の共同体としてまず機能しよう。学級崩壊・授
業困難・いじめなどを、ほうっておいていいの？

• でも……正直、学級委員すら出ないなら、懇親係くらい決めて、運営委員
会は欠席でもいいじゃない。 

• 役員すら希望者がなければ空席とする。
• 事務局機能だけあればよい。学校にとってＰＴＡが大切なら、学校が事務

局を担うのもアリか。

• 代表者がいないとＰ連はお休み。自治体の教育行政については校長経由
で。要望もＰ連を通さず直接。

11

さらに言えば……
• 今のＰＴＡにあえてこだわる必要はどれだけある？教
育民主化という当初の目標は充分に果たしたのでは？　

• ゼロから保護者の共同体を設計するなら、自発的でゆ
るやかなネットワークこそ相応しい。制度導入としての
保護者組織化はノー。

• 志のある人たちが新たに集う会は、これからの時代の
「公共」にふさわしいともいえる。

私たちの明日の社会のためにＰＴＡはモデルチェン
ジできますか？　それともいったんなくしますか？

12
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ﾌｫｰﾗﾑ:PTA は｢新しい公共｣を切り拓けるか 

 

保護者の視点から見た 

家庭・地域・学校の連携と PTA の力 
平成 22 年 8月 7日 

 発表:宮澤美智子 

 

【PTA の役割の変遷】 

●PTA が導入されたころ･･･学校行事のお手伝いや学校教育への支援的活動、子どもが参加す

る地域行事へのお手伝い活動など、学校や行事への協力や参加が PTA の主たる活動。 

 

●PTA が「お手伝い的活動」からもう一歩進んで、学校教育や家庭教育、子どもの発達につい

てなどへの理解を深め、わが子が通う学校の課題を知り、地域の教育環境を整える（子ども

の安全・健全育成）ことに多面的にかかわっていく。 

 

●社会や学校でのさまざまな子どもの課題の発生・それに伴う教育改革･･･子どもの課題・教

育に関する社会情勢や教育改革について理解を深め、保護者の視点でできることをしていく。 

また、多角的な視点から子どもを育てるために、家庭・地域・学校が連携した、コミュニテ

ィ作りが求められ、PTA の力に期待される部分は大きくなる。教育への参画。 

 
【活動例】 

地域行事への参加、地域の子どもの安全・健全育成・防犯･防災・・パトロール、挨拶運動など 
研修活動･･･子どもの理解、学校教育の理解、家庭教育について 
教育条件の整備要望･･･校舎の冷暖房、校門の警備員配置 
PTA 連合という組織を通して教育行政への提言 
PTA 経験を活かし、学校教育への参画・助言・協働 
教育活動への支援･･個々の会員や地域の方が授業支援・体育補助などにかかわる 10 



＝「新しい公共」に向けての PTA の力＝ 

【教育的観点から】学校で得た知識を知性や知恵として昇華し、社会に参画しうる子どもを育てるに

は、多角的な視点での教育と、多面的な体験が大事。保護者を含む地域社会で、子どもと学校を

支え、協働していく。保護者も家庭教育の面で地域に支えられる。 
 
【子どもを中心としたネットワーク】保護者は学校に子どもを通わせ、家庭での教育に携わっており、

地域住民でもある。PTA 活動を通して地域社会の要となり人間関係を結び、教育的機能を活性

化することができる。 
 
【課題に気づく】情報交換・研修会などを通して、子どもについて、学校教育について、地域社会に

ついて、家庭教育についての理解を深め、課題に気づくことができる。 
 
【信頼関係を結ぶ】PTA 活動（多様な活動・研修による学びなど）を積み重ねることによって、学校

を中心とした精神的・人的教育環境を整えていくという面で中心的な役割を果たし、家庭・地域・

学校の信頼関係を結ぶことができる。 
 
【学校教育への参画】PTA 活動の体験と学びを活かし、対話の力をつけ、学校教育と協働し、教育行

政にも提言していくことができる。学校や地域との信頼関係の上で可能になる。 

 

【公教育を保護者の視点で考える】 
PTA 活動を通じて培った知識･対話力･行動力を駆使して、保護者としての想いを反映させる。

学校と協働していく。 
【活動をしていく上で大切にしたいこと】 

●自主・自立の活動を推進する。 
●保護者も地域の一員。社会に参画する大人として、次世代を育てるという意識を持つ。 
●地域柄を大切にし、自分たちの PTA 活動とは何か、を共通認識として持ち、参加・活動の方

法について話し合える関係と環境を作る。 
●それぞれの立場を尊重して協働し、迷いが生じたら「子どものために」に立ち返る。 11



「新しい公共」宣言 平成22年6月4日 第8 回「新しい公共」円卓会議での配布資料より（抜粋） 

 
はじめに 人々の支え合いと活気のある社会。それをつくることに向けたさまざまな当事者の自発的な協働の場

が「新しい公共」である。これは、必ずしも、鳩山政権や｢新しい公共｣円卓会議ではじめて提示された考え方で

はない。これは、古くからの日本の地域や民間の中にあったが、今や失われつつある「公共」を現代にふさわし

い形で再編集し、人や地域の絆を作り直すことにほかならない。――略―― 
 
「新しい公共」と日本の将来ビジョン 「新しい公共」が作り出す社会は「支え合いと活気がある社会」である。

すべての人に居場所と出番があり、みなが人に役立つ歓びを大切にする社会であるとともに、その中から、さま

ざまな新しいサービス市場が興り、活発な経済活動が展開され、その果実が社会に適正に戻ってくる事で、人々

の生活が潤うという、よい循環の中で発展する社会である。 
 気候変動の影響が懸念される一方で、少子高齢化が進み、成熟期に入った日本社会では、これまでのように、

政府がカネとモノをどんどんつぎ込むことで社会問題を解決することはできないし、われわれも、そのような道

を選ばない。これから、「新しい公共」によって「支え合いと活気のある」社会が出現すれば、ソーシャルキャピ

タルの高い、つまり、相互信頼が高く社会コストが低い、住民の幸せ度が高いコミュニティが形成されるであろ

う。さらに、つながりの中で新しい発想による社会のイノベーションが起こり、「新しい成長」が可能となるであ

ろう。――略―― 
 
「新しい公共」を作るために 「新しい公共」とは、「支え合いと活気のある社会」を作るための当事者たちの

「協働の場」である。そこでは、「国民、市民団体や地域組織」、「企業やその他の事業体」、「政府」等が、一定

のルールとそれぞれの役割をもって当事者として参加し、協働する。その成果は、多様な方法によって社会的に、

また、市場を通じて経済的に評価されることになる。その舞台を作るためのルールと役割を協働して定めること

が「新しい公共」を作る事に他ならない。そのために、「新しい公共」円卓会議は、国民と企業に対して、それ

ぞれ、以下の（1）と（2）のようなことを期待し、また、政府に対して（3）のような方策を講じることを提案

するものである。 
(1) 国民に対して 「新しい公共」の主役は、一人ひとりの国民である。 
 お年寄り夫婦が朝の散歩のときに、近くの交差点に立ち寄って、通学する学童が横断歩道を渡るのを見守るよ

うになった。子どもたちのために始めたことが、子どもたちが挨拶してくれるのがうれしくて、毎日の運動を兼

ねた日課になった。一人ひとりが、人の役に立ちたいという気持ちで、小さな一歩を踏み出す。そのことこそが

「新しい公共」の基本だ。――略―― 
(2）企業に対して 企業は、市場を通じて社会に受入れられ、社会に貢献することで、その対価として利潤をあ

げる存在である。しかし、利潤の多寡という経済的評価だけでなく、本業そのものの社会性や、社会貢献活動な

どに対する多様な評価を積極的に受けることを推進してもらいたい。資本主義の下では資金の移動は非情である。

資金は経済的リターンが少しでも多い方に流れる。しかし、企業が長期的に存在するためには、獲得した利益や

知恵を社会に還流してゆく必要がある。――略―― 
(3）政府に対して 「新しい公共」を実現するためには、公共への｢政府｣の関わり方、「政府」と｢国民｣の関係の

あり方を大胆に見直すことが必要である。 政府は、国民や企業から、「公共」の核になる部分を委任されてい

るという自覚を新たにするとともに、新しい時代、新しい社会に相応しい役割を発揮するために、そのあり方を

一新すべく以下の取り組みを行うべきである。――略―― 
 「新しい公共」の基盤を支える制度整備については、税額控除の導入、認定ＮＰＯの「仮認定」とＰＳＴ基準

の見直し、みなし寄附限度額の引き上げ等を可能にする税制改革を速やかに進めることを期待する。特に、円卓

会議における総理からの指示（税額控除の割合、実施時期、税額控除の対象法人）を踏まえて検討を進めること

を強く期待するものである。以上のような制度整備を行うに際しては、「新しい公共」を国民が担うという観点か

ら、既存の規制を改革し見直すことのなかで、それらと整合性が図られるように進めることが重要であると考え

る。 
 また、｢特区｣などを活用して社会イノベーションを促進し、地域コミュニティのソーシャルキャピタルを高め

る体制と仕組みを、関係各省庁の壁を乗り越えて、政府一体となって整備・推進することや、政府、企業、ＮＰ

Ｏ等が協働で社会的活動を担う人材育成と教育の充実を進めることが重要であると考える。 
 さらに、国や自治体等の業務実施にかかわる市民セクター等との関係の再編成について、依存型の補助金や下

請け型の業務委託ではなく、新しい発想による民間提案型の業務委託、市民参加型の公共事業等についての新し

い仕組みを創設することを進めるべきである。――略―― 
 人間の中にもともと存在する、人の役に立つこと、人に感謝されることが自分の歓びになるという気持ちと、

そうした気持ちに基づいて行動する力。それをもっている人間は、公共性の動物だといえるかもしれない。「新

しい公共」では、国民は「お上」に依存しない自立性をもった存在であるが、それと同時に人と支え合い、感謝

し合うことで歓びを感じる。それが「新しい公共」が成立することの基盤である。 
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 最後に、「新しい公共」のルールと役割を定めるという観点から、今後の政府の対応などをフォローアップする

とともに、公共を担うことについての、国民・企業・政府等の関係のあり方について引き続き議論をするための

場を設けることが望ましいと考える。 

 

以上、「新しい公共」円卓会議構成員の総意である。 

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授 金子郁容／㈱インテグレックス代表取締役社長 秋山をね／長野

県小布施町長 市村 良三／慶応義塾大学総合政策学部専任講師 井上英之／公益社団法人 Civic Force 代表理事 

大西健丞／丸善株式会社代表取締役社長 小城武彦／日本テレビ報道局記者 小栗泉／㈱スワン代表取締役社長 

海津歩／武田薬品工業㈱コーポレート・コミュニケーション部シニアマネジャー 金田晃一／ビッグイシュー日本

代表 佐野章二／日本女子大学非常勤講師 島田京子／ＮＰＯ法人ぱれっと創始者・理事長 谷口奈保子／京都造形

芸術大学芸術学部教授 寺脇研／株式会社ローソン代表取締役社長 ＣＥＯ 新浪剛史／中央学院大学社会システ

ム研究所教授 福嶋浩彦／株式会社資生堂名誉会長 福原義春／ＵＢＳ証券会社コミュニティアフェアーズ＆ダイ

バーシティディレクター 堀久美子／㈱いろどり代表取締役社長 横石知二／写真家 渡邊奈  々

 

「新しい公共」円卓会議構成員の総意に基づく「新しい公共」宣言について、「新しい公共」円卓会議に参加し

た政府メンバーの一員として賛同し、「新しい公共」の実現に向けて努力する。 

内閣総理大臣 鳩山由紀夫／副総理 菅直人／内閣官房長官 平野博文／内閣府特命担当大臣（「新しい公共」） 仙

谷由人／内閣府特命担当大臣（行政刷新） 枝野幸男／内閣官房副長官 松井孝治／内閣府副大臣 大島敦／内閣府

副大臣 大塚耕平／総務副大臣 渡辺周／財務副大臣 峰崎直樹／文部科学副大臣 鈴木寛／内閣府大臣政務官 泉

健太／内閣総理大臣補佐官 逢坂誠二／内閣官房参与 平田オリザ 

 

□□新しい公共を担う社会的・公共的人材の育成 

◇ＮＰＯと行政と企業が共に育てる社会的人材：ＮＰＯラーニング奨学金制度 

 多様性を受容し、社会課題に気づいて自ら考え行動する新しい公共の担い手となる若者を育むために、ＮＰＯ、

行政、企業、教育機関等が協働で人材を育成する制度。ＮＰＯはインターンシップを受け入れる。行政や企業等

は奨学金や情報を提供する。教育機関は若者の選抜や単位認定を行う。こうしたＮＰＯの現場での体験者が広が

ることにより、誰もが新しい公共の担い手となれる人的基盤をつくる。 

◇英国と米国で始動した最新の｢居場所作り｣プロジェクト 

 英国のＮＰＯパーティシプルは、高齢社会の根本的な問題を「孤独」と考え、市民が登録してボランティア「ヘ

ルパー」になり、「病気になったので犬の散歩をしてほしい」「額を壁にかけて」といった依頼の電話に応える仕

組みを提供する。米国の「シニアチュータープログラム」は、養護施設や低所得家庭の子どもの家庭教師をする

ことでシニアが教育クーポンを得る。クーポンは孫や里子の教育費に使える。 

◇「新しい公共」創造基金と寄付推進機構 

市民立の公益財団法人「京都地域創造基金」をモデルに、全国各地へ展開する「新社会創造基金」をつくる。

地域の市民活動への税制優遇や社会的信用の供与を行いつつ、助成、融資、地域資産の公共的管理・活用、また、

関連団体と協力し「仮認定」ＮＰＯの公開審査による推薦、人材育成、利子補給などを行う。市民が所得の１％

を寄付する社会をめざす「寄付推進機構」を創設し、寄付者の支援等を行う。――略―― 

 

注：強調の太字は本実行委員会【全文】http://www5.cao.go.jp/entaku/shiryou/22n8kai/pdf/100604_01.pdf 
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新しい公共の担い手である PTAの活性化によるコミュニティースクールへの道  （「新しい公共」円卓会議資料） 

 

 

 

 

 

                            

                            

 

                     

 

 

〔説明〕 

◆現状のPTA活動では役員の過重な事務作業などが問題となっている。それを解消するために、サポートするNPOを設立

し、それへの運営予算を行政が支援する。この予算は現在の委託事業などの予算や教育一括給付金から支出する。 

◆上記の体制を作ることで、任意参加の PTA に誰もが参加しやすくなり、結果として保護者世代の社会参画を促進でき、将

来の地域社会の担い手を育成していく。 

◆その時、新しく NPO を作らなくても、活性化している学校支援地域本部や放課後教室などの事務局、強力な事務局を持つ

自治会など地域組織に業務委託をすることで、こうした「地域本部」機能を強化し、コミュニティービジネスを創出していく。 

◆このNPOに元PTA役員などが参加することで、「親分的」になる危険を排除するため、このNPOからサービスを提供され

る各 PTA が NPO のガバナンスを確保すると同時に、地域の社会教育委員によって構成される行政の監査委員会を設置す

る。 

◆これによって、全国の現在の学校をコミュニティースクールへと発展させていく。 

 

------  ※ -------  ※  ---- 

 

第 47条の 5  教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校のうちその指

定する学校（以下この条において「指定学校」という。）の運営に関して協議する機関として、当該指定学

校ごとに、学校運営協議会を置くことができる。  

2 学校運営協議会の委員は、当該指定学校の所在する地域の住民、 児童

又は幼児の保護者その他教育委員会が必要と認める者について、教育委員会が任命する。 

3 指定学校の校長は、当該指定学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項

について基本的な方針を作成し、当該指定学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。  

4 学校運営協議会は、当該指定学校の運営に関する事項（次項に規定する事項を除く。）について、教育委

員会又は校長に対して、意見を述べることができる。  

5 学校運営協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権

者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員（略）であるときは、

市町村委員会を経由するものとする。 

6 指定学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた意見を尊重

するものとする。  

7 教育委員会は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、当該指定学校の運営に現に著し

い支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、その指定を取り消さなければならな

い。  

8 指定学校の指定及び指定の取消しの手続、指定の期間、学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、

学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で

定める。  

9 市町村委員会は、その所管に属する学校（その職員のうちに県費負担教職員である者を含むものに限る。）

について第一項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県委員会に協議しなければならない。 

現在の学校 

○○学校 

保護者会 
○○学校 

ＰＴＡ 

 

機能をしっかり

と分離する 

NPO for secretarial service 

⇒事務作業や代行業務を支援するNPO 

学校ごとのPTAの活性化を通して… 

コミュニティースクール 

○○コミュニティースクール 

事務局 発展的解消 

サポート 

事務的機能を担う 

地域 

社会 

○○学校 

ＰＴＡ 
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出典：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/04122701/004/006.htm 

※各自治体の学校運営協議会規則を参考に作成しています（文部科学省の注意書き） 

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（略）第 47 条の 5 に規定する学校運営

協議会（以下「協議会」という。）について、必要な事項を定める。  

 協議会は、学校運営に関して市教育委員会（以下「教育委員会」という。）及び校長（園長を

含む。以下同じ。）の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることに

より、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り

組むものとする。  

 教育委員会は、前条の目的が達成できると認める場合には、協議会を置く学校を指定すること

ができる。 

2 教育委員会は、前項の指定を行おうとするときは、指定しようとする学校の校長、保護者及び地域住民の意向

を踏まえ、前項の指定を行うものとする。 －略－ 

 第 3 条第 1 項の指定を受けた学校（以下「指定学校」という。）の校長は、次の各号に掲

げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。 

（例）

2 指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。  

 協議会は、当該指定学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を

述べることができる。  

2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、県教育委員

会に対して意見を述べることができる。  

 協議会の委員は○名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。 

  －略－ 

3 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。 －略－ 

 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任、並びに委員の役割及び責任等について、

正しい理解を得るため必要な研修等を行うものとする。  

 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に

対して 及び助言を行うものとする。  

2 教育委員会及び当該指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなけれ

ばならない。 －略－ 

 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該

当すると認められるときは、委員を解任することができる。 

（1） 第 7 条の義務に違反したとき  

（2） 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき  

（3） その他、解任に相当する事由が認められるとき  

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければな

らない。  

3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。  

 協議会は、学校の運営状況等について毎年度 1 回以上の評価を行う

ものとする。  

2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。  

 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、

運営に必要な事項を定めることができる。  

 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。  

附則 この規則は、公布の日から施行する。  
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川端裕人・岸裕司・寺脇研・吉田博彦（ＮＰＯ法人教育支援協会代表理事）※以上は呼びかけ人代表・宮崎稔（学校と地域の融

合教育研究会会長・島根県海士町教育委員会指導主事）・前田学浩（高知県南国市立稲生小学校ＰＴＣＡ前会長・同市立香長

中学校ＰＴＡ会長）・小澤紀美子（こども環境学会会長）・青木信二（神奈川県厚木市小中学校ＰＴＡ連絡協議会元副会長）・桐

生庸介（千葉県習志野市立秋津小学校ＰＴＡ会長・同校学校運営協議会副会長）・長堂和男（沖縄県那覇市立銘苅小学校ＰＴ

ＣＡ初代会長）・太田直宏（岡山市立宇野小学校ＰＴＡ元会長・岡山 YMCA 総主事）・早谷川悟（さぬきおやじ連合代表・香川県

社会教育委員）・森川貞夫（日本体育大学名誉教授・アジアスポーツ法学会会長）・野澤令照（仙台市教育委員会次長）・榎谷

佳純（大阪府ＰＴＡ協議会元副会長）・石附弘（日本市民安全学会会長）・宮本照嗣（市民参加まちづくりパートナー）・濱野和人

（千葉商科大学非常勤講師）・吉良浩明（ＮＰＯ法人ミレニアムシティ理事）・藤尾智子（学校と地域の融合教育研究会東北支部

事務局長）・藤野真一郎（北海道恵庭市教育委員会・社会教育主事）・渡辺喜久（静岡県富士宮市立芝川中学校長）・高野孟

（ジャーナリスト、ザ・ジャーナル主幹）・佐藤晴雄(日本大学教授)・小国喜弘（早稲田大学教授）・井上諭一（北海道枝幸町教育

委員会・社会教育主事）・川崎末美（東洋英和女学院大学教授）・油谷雅次（大阪府貝塚市社会教育委員）・佐藤正昭（青森県

教育委員会元教育長・青森公立大学副学長）・豊福晋平（国際大学 GLOCOM 主任研究員・准教授）・亀田 徹（株式会社ＰＨＰ

総合研究所教育マネジメント研究センター主任研究員）・小澤敏男（連雀学園三鷹市立第四小学校夢育コミュニティ 学校運営

協議会会長）・島野浩二（ＮＰＯ法人夢育支援ネットワーク理事長）・濱砂清（一般社団法人ＳＩＮＫa 代表理事）・伊藤益子（杉並

区立小学校 PTA 連合協議会元副会長・杉並区立中瀬中学校 PTA 会長）・風間ゆたか（世田谷区議会議員・文教常任委員会

委員）・木村歩美（学校法人篠原学園 篠原学園専門学校こども保育学科・専任講師／こども環境学会理事）・ＰＴＡ問題につい

て考えるサイト"Think! PTA!"有志（柳下玲優・ＦＪＮ・猫紫紺・とまて） 
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